
 

令和 8 年 2 月 5日 

  市民文教委員会 

教育総務課 

専決処分（法第180条関係）について 

 

物損事故 

番号 
専  決 

年 月 日 

和解及び損害 

賠 償 の 額 

相手方 の 

住所・氏名 

事故発生 

年 月 日 

事故発生場所 

及び事故の内容 

１ 令和7年 

 11月25日 

和 解 

 101,600円 

 

浜松市中央区 

篠原町 

Ａ氏 

令和7年 

 9月6日 

浜松市中央区 

高丘北一丁目地内 

物損事故 

事故の状況   浜松市立開成中学校ソフトボール部が同校グラウンドで練習してい

たところ打球が防球ネットを飛び越え、付近の民地内駐車場に駐車

していた相手方車両のボンネットを損傷した物損事故である。 

過 失 割 合  浜松市100％ 

対 策  練習内容や練習場所の工夫により、安全管理を徹底した。 

【写真】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

破損箇所 

ソフトボール部練習場所 ソフトボール部練習場所 

破損箇所 


